
 

 

 

 

 

 

 

 

地域特性を活かしたまちづくり活動支援等業務 

 
「打上新町・小路北町第２・明和自治会地区及び周辺のまちづくりを考える会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

まち政策部 

   都市計画室 

 



（１）まちの現況整理                                   

まちの課題や資源、及び、まちづくりにおける課題を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）まちづくりの目標                                

まちづくり構想案を踏まえて、以下の様なまちづくりの目標と整備方針を定めています。 

◎まちづくりの目標 

  誰もが帰ってきたくなる・訪れたくなる 

「住み続けたい安心・安全なまち」を目指します 
○整備方針（地域全体） 

○ 災害に強い安心・安全なまち 

災害時、緊急車輌が通行可能な防災軸等の道づくりや耐震・耐火造の建物整備に合わせて、地域の防災活動を推進

し、災害に強い安心・安全なまちづくりに取組みます。 

○ 子どもからお年寄りまで、ご近所同士支えあうまち 

昔ながらの密度の高い近所付き合いを継承し、子どもからお年寄りまでみんなが日頃から交流し、支えあって暮ら

せるまちを目指します。 

○ 昔ながらの雰囲気を残す落ち着いたまち 

古民家やきれいな路地、高低差を活かした眺望など、昔ながらの面影を残す場所やものをできる限り活かしつつ、

子どもや孫に伝えていくまちづくりを行っていきます。 

○ 緑あふれる自然豊かなまち 

前栽（庭先の緑）や地区内にある樹木を保全していくとともに、新たに緑を増やしながら、自然豊かな潤いのある

まちを目指していきます。 

○ 誰もが暮らしやすい快適で便利なまち 

車と歩行者の共存や少子高齢化への支援など、時代や地域のニーズに対応した暮らしやすいまちづくりを目指します。 

 

（３）「優先的にまちづくりを進めるエリア」の位置づけ                    

 まちの現況や整備目標を踏まえ、以下の２地区を「優先的にまちづくりを勧めるエリア」として位置づけ

ています。 

＜まちなか再生エリア＞ 

 災害に対して、脆弱な既成市街地の整備

が求められています。 

＜団地再生エリア＞ 

耐用年限の３分の２を過ぎた市営住宅

の再整備や小中一貫校整備等の教育機能

の再編が求められています。 

 

（４）まちづくり整備構想（案）の検討                            

「優先的にまちづくりを進めるエリア」において、整備構想（案）の検討を行いました。 

＜まちなか再生エリア＞              ＜団地再生エリア＞ 

Ａ案 Ｂ案 Ｃ案 

まちづくりのルールを

定め、道路整備や建替え

を推進する案 

道路整備に合わせて、地

権者が建替えを実施す

る案 

道路整備に合わせて、 

地権者が共同して面整

備を実施する案 

個別の建替えの際のセットバ

ックに関する地区計画等のル

ールによって、道路拡幅を誘

導していくことを中心とし、

その他、道路新設や公園整備

等で課題を解決していく。 

防災軸道路の拡幅整備を中心

に行い、その他については、

地権者による建替え住宅整備

やその際の道路・公園整備等

によって、課題を解決してい

く。 

防災軸道路の拡幅整備を中心

に行い、その他については、

地権者による建替えや近隣協

力による共同の建替え、道路

整備を行なっていく。 

 

（５）事業化検討                                     

整備構想（案）を進めるために、事業化に向けた各主体の役割、位置づけを整理・検討しました。 

 

 

 

 

 

（６）来年度以降の進め方（案）                              

（１）《まちなか再生エリア》 

（⇒「まちづくり協議会」による検討） 

○次年度目標： 

具体的な整備手法や対象区域の決定 

（地権者の意向調査の実施、事業化に必

要な整備計画（案）の作成等） 

（２）《団地再生エリア》 

（⇒「まちづくりを考える会」による検討） 

○次年度目標： 

地元と市の協働による推進体制の構築

（地元と市の定期的な情報交換の実施

等） 

（３）全体のまちづくりの検討 （⇒「まちづくりを考える会」による検討） 

○次年度目標：まちづくり構想（案）実現に向けた検討 

 （地元のまちづくりルールの検討、団地跡地の活用検討等） 

まちの課題 

①災害に対する脆弱性 

②少子高齢化による地域活力の低下 

③空き家・空き地の増加 

④管理の行き届いていない緑と公園の増加 

⑤福祉や子育て等、地域ニーズに応じた 

生活サービス提供の必要性 

まちの資源 

①閑静な住宅地 

②保存状態の良い古民家が存在 

③地形の高低差による眺望や緑の多さ 

④昔ながらの地域の人のつながりの強さ 

まちづくりの課題 

○災害に対して脆弱な既成市街地の未整備  ○公営住宅の老朽化  ○（都）梅が丘黒原線整備 

打上新町・小路北町第２・明和自治会周辺のまちづくりを考える会

まちづくり協議会 （地権者中心で構成）

◎まちづくり構想（案）の実現に向けた検討

◎まちなか再生整備

・地権者の意向調査の実施

・具体的な整備内容の検討、勉強会の実施

・整備計画（案）の作成 等

・団地跡地の活用検討

・まちづくりのルール検討

・地域イベントの企画・開催

・先進事例の視察 等

対象地権者・住民

参加

協働

検討

行政

（市・府）

支援

専門家

（コンサル等）

○跡地活用イメージの検討 

●良好な住宅地への活用 

 

 

 

 

●生活利便施設への活用 

 

 

 

 

●地域の憩い空間への活用 

寝屋川市 

・事業推進上の人的支援 

・地区内転出者のための代替地

の活用（例．市有地など） 

地元・民間事業者等 

・道路・防災広場等の地区施設整備 

・共同化等の建替え 

※地権者の協力が不可欠 

支援 

事業主体 
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